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 計画策定にあたって 

（１） 宮津市公営住宅等長寿命化計画の目的 

本市において、管理している市営住宅等（その他住宅を含む）は、５割を超える住宅が耐用年数を経

過（平成 30 年度末）しており、ストックの設備・機能面での老朽化が進んでいる。比較的新しい市営

住宅等においては応募倍率も高く一定の需要があるが、老朽化の著しい団地では空家化が進んでいる。 

 市営住宅等の管理においては、中長期的な視野で、市営住宅等ストックの計画的・効率的な住宅更新

を行い、維持管理を図りながら、老朽化が進む住宅においては、用途廃止等により、必要戸数に見合う

効率的な施設管理を行うことを目的とする。 

※本市の市営住宅には、公営住宅法に基づく「市営住宅」と、若者定住促進住宅など特定の目的を有し、市が独自に設置、管理を行

う 

「その他」住宅がある。本計画において「市営住宅等」と表記する場合は、市営住宅とその他住宅を指すものとする。 

 

（１） 宮津市公営住宅等長寿命化計画の目的 

１ 長寿命化計画の位置づけ 

本計画は、本市の上位計画である宮津市公共施設等管理計画を踏まえ、住生活基本法や、京都府住生

活基本計画の考え方に基づき、宮津市の市営住宅等に関する管理方針として定める計画である。 

［計画の位置づけ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間 

計画期間は令和元年度から令和10年度までと定め、事業を進めるものとする。なお、今後の本市を

取り巻く社会情勢の変化や、国、京都府の動向等を踏まえ、計画期間内であっても適宜見直しを行うも

のとする。 

 

【国】 

住生活基本計画（全国計画） 

計画期間：H28～H37 年度 

【京都府】 

京都府住生活基本計画 

計画期間：H28～H37 年度 

【宮津市】 

公共施設等総合管理計画 

【宮津市】 

公営住宅等長寿命化計画 

(１) 宮津市公営住宅等長寿命化計画の背景と目的 

(２) 宮津市公営住宅等長寿命化計画の位置づけと計画期間 

※ 
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（単位：戸） 

２ 市営住宅等ストックの状況 

 

 

本市では46４戸（平成30年度末）の住宅を管理しており、その内訳は、「市営住宅」が357戸、

「その他住宅」が10７戸となっている。 

①構造・耐用年数 

構造別にみると、「木造」が112戸、「準耐火構造平家建」が85戸、「準耐火構造二階建」が133

戸、「鉄筋コンクリート造」134戸となっている。 

平成30年度末で耐用年数を経過した住宅は、「木造」が103戸、「準耐火構造平家建」が85戸、

「準耐火構造二階建」が3５戸、「鉄筋コンクリート造」０戸となっており、全ストックのうち木造、

準耐火構造のものが71.1%を占める。 

 

②居住水準 

延床面積により、規模別に住戸数をみると、「5０㎡～60㎡未満」の住戸が131戸（28.2%）と最

も多く、次いで「３０㎡～４０㎡未満」の住戸が125戸（26.9%）となっている。 

また、間取り別に住戸数を見ると3K・3DKが264戸（5６.9%）と最も多く、また、単身向けの

2K・2DKは173戸（37.3%）となっている。 

   

管理戸数
耐用年数
超過戸数

耐用年数
未超過戸数

耐用年数
超過戸数

耐用年数
未超過戸数

65 57 8 65 0

平屋建 85 85 0 85 0

二階建 125 35 90 125 0

82 0 82 8 74

357 177 180 283 74

47 46 1 47 0

平屋建 0 0 0 0 0

二階建 8 0 8 0 8

52 0 52 0 52

107 46 61 47 60

464 223 241 330 134

構造別耐用年数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：戸）

住宅の種類
平成３０年度末 令和１０年度末

市
営
住
宅

木造

準耐火
構造

鉄筋コンクリート造

小計

そ
の
他
住
宅

木造

準耐火
構造

鉄筋コンクリート造

小計

合計

床面積 市営住宅 その他住宅 合計
７０㎡以上 34 16 50
６0㎡～７０㎡未満 32 18 50
５0㎡～６０㎡未満 81 50 131
４0㎡～５０㎡未満 68 8 76
３０㎡～４０㎡未満 118 7 125
３０㎡未満 24 8 32
合計 357 107 464

床面積別戸数
間取り 市営住宅 その他住宅 合計

２Ｋ 79 9 88
２ＤＫ 85 0 85
３Ｋ 105 3 108
３ＤＫ 84 72 156
４Ｋ 2 7 9
４ＤＫ 2 1 3
５Ｋ 0 15 15
合計 357 107 464

間取り別戸数

(１) 市営住宅の概要 

（単位：戸） 

（単位：戸） 
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団地名
建設
年度

構造･規模
耐用
年数

耐用年数
経過年

管理
戸数

耐用年数
経過戸数

松 原 小 路 S29 木造・平屋 30 S60 4 4

S35 木造・平屋 30 H3 5 5

吉 原 S26 木造・平屋 30 S57 2 2

外 側 S34 木造・平屋 30 H2 9 9

第２国名賀 S41 補強CB・平屋 30 H9 14 14

滝 馬 口 S39 補強CB・平屋 30 H7 4 4

S40 木造・平屋 30 H8 4 4

S39 木造・平屋 30 H7 14 14

天 神 S44 補強CB・平屋 30 H12 25 25

S45 補強CB・平屋 30 H13 25 25

S46 補強CB・２階 45 H29 10 10

S46 補強CB・平屋 30 H14 2 2

鳥 が 尾 S47 補強CB・２階 45 H30 25 25

S48 補強CB・２階 45 H31 20 0

S49 補強CB・２階 45 H32 15 0

S50 補強CB・２階 45 H33 15 0

S51 補強CB・２階 45 H34 15 0

S52 補強CB・２階 45 H35 13 0

S53 補強CB・２階 45 H36 4 0

S54 補強CB・２階 45 H37 8 0

文 珠 S30 RC・２階 70 H38 8 0

夕 ケ 丘 S34 木造・平屋 30 H2 9 9

S35 木造・平屋 30 H3 4 4

S36 木造・平屋 30 H4 6 6

S41 補強CB・平屋 30 H9 8 8

S43 補強CB・平屋 30 H11 7 7

のぞみが丘 H２ 木造・２階 30 H33 4 0

H９ 木造・２階 30 H40 4 0

東 波 路 H５ RC・３階 70 H76 12 0

H８ RC・３階 70 H79 12 0

宮 村 上 H14 RC・６階 70 H85 30 0

H16 RC・４階 70 H87 20 0

構造別管理戸数一覧表(市営住宅) （単位：年、
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① 世帯人員別入居状況 

市が管理する市営住宅の入居状況を世帯人員別にみると、市営住宅の単身世帯が180世帯

（72.0%）と最も多く、次いで2人世帯が49世帯（19.6%）となっている。また、その他住宅では、

単身世帯、2人世帯、3人世帯がそれぞれ１７世帯で最も多い。 

 

 

 

団地名
建設
年度

構造･規模
耐用
年数

耐用年数
経過年

管理
戸数

耐用年数
経過戸数

吉 原 S55 木造・平屋 30 H23 4 4

外 側 T15 木造・２階 30 S32 15 15

晴 海 S56 木造・２階 30 H24 3 3

S58 木造・２階 30 H26 3 3

S59 木造・２階 30 H27 3 3

S60 木造・２階 30 H28 2 2

S62 木造・２階 30 H30 1 0

のぞみが丘 H3 木造・２階 30 H34 1 0

上 司 S3 木造・平屋 30 S34 1 1

小 寺 S3 木造・平屋 30 S34 4 4

鶴 賀 T12 木造・平屋 30 S29 1 1

T12 木造・２階 30 S29 1 1

柳 縄 手 S26 木造・平屋 30 S57 6 6

宮 村 H4 軽鉄・２階 45 H50 8 0

日 ケ 谷 S25 木造・平屋 30 S56 2 2

S63 RC・４階 70 H69 48 0

S63 RC・２階 70 H69 4 0

構造別管理戸数一覧表(その他住宅)

みやづ城東タウン

世帯数(戸) 割合(%) 世帯数(戸) 割合(%) 世帯数(戸) 割合(%)

１人世帯 180 72.0 17 26.2 197 62.5 

２人世帯 49 19.6 17 26.2 66 21.0 

３人世帯 12 4.8 17 26.2 29 9.2 

４人世帯 5 2.0 12 18.5 17 5.4 

５人世帯 4 1.6 1 1.5 5 1.6 

６人以上世帯 0 0.0 1 1.5 1 0.3 

計 250 100.0 65 100.0 315 100.0 

世帯人員別入居状況

世帯人員
市営 その他 合計

(２) 入居者の状況 
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② 世帯主年齢別入居状況 

世帯主年齢別に入居状況をみると、市営住宅では65歳以上の世帯主が、179世帯と全体の71.6%を

占める。また、その他住宅でも65歳以上の世帯主が25世帯と38.5％を占め最も多い。市営住宅全体で

も65歳以上の世帯主が204世帯と64.8％を占めている。 

 

   

 

 

世帯数(戸) 割合(%) 世帯数(戸) 割合(%) 世帯数(戸) 割合(%)

２９歳以下 2 0.8 4 6.2 6 1.9 

３０～３９歳 10 4.0 9 13.8 19 6.0 

４０～４９歳 17 6.8 16 24.6 33 10.5 

５０～５９歳 26 10.4 10 15.4 36 11.4 

６０～６４歳 16 6.4 1 1.5 17 5.4 

６５歳以上 179 71.6 25 38.5 204 64.8 

計 250 100.0 65 100.0 315 100.0 

世帯主年齢別入居状況

世帯主年齢
市営 その他 合計
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③ 高齢世帯（60歳以上）の入居状況 

60歳以上の高齢者を含む世帯が245世帯と全体の77.8％を占めており、その内訳は高齢者単身世帯

が127世帯、高齢夫婦世帯が49世帯、高齢者同居世帯が69世帯となっている。 

 

  

 

④ 子育て世帯の入居状況 

各住宅ごとの入居者のうち、子育て世帯（18歳未満の家族がいる世帯）の入居割合をみると、市営

住宅については10.0％である一方、その他住宅は44.6％と割合は高い、その要因は定住促進住宅と位

置づけるみやづ城東タウン（74.2％）が引き上げている。 

 

 

 

 

 

 

 

世帯数(戸) 割合(%) 世帯数(戸) 割合(%) 世帯数(戸) 割合(%)

高齢単身世帯 113 45.2 14 21.5 127 40.3 

高齢夫婦世帯 42 16.8 7 10.8 49 15.6 

高齢者同居世帯 64 25.6 5 7.7 69 21.9 

高齢者同居無世帯 31 12.4 39 60.0 70 22.2 

計 250 100.0 65 100.0 315 100.0 

高齢世帯の入居状況

種別
市営 その他 合計

世帯数(戸)
１８歳未満の

家族がいる世帯(戸) 割合(%)

250 25 10.0 
65 29 44.6 

定住促進住宅(内数) 31 23 74.2 
315 54 17.1 

子育て世帯の入居状況

住宅種別

市営住宅
その他住宅

計
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① 入居者募集に対する応募の状況 

各住宅の入居者応募の状況については、市営住宅では「鳥が尾」「東波路」「宮村上」の３団地、平

成26年度から平成30年度までの5年間で、市営住宅において66戸の募集を行い、36件の応募、倍率

は0.55倍となっている。ただし、比較的新しい鉄筋コンクリート造の集合住宅である宮村上団地、東

波路団地においては応募が集中する傾向にあり、応募倍率に偏りが見られる。 

また、その他住宅については60件の募集に対し24件の応募があり、倍率は0.40倍となっている。 

 

 

 

  

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 計

募集戸数 10 23 12 7 14 66

応募件数 7 11 8 2 8 36

入居件数 7 6 3 1 4 21

募集戸数 7 16 13 16 8 60

応募件数 4 4 6 5 5 24

入居件数 3 4 6 2 4 19

募集戸数 17 39 25 23 22 126

応募件数 11 15 14 7 13 60

入居件数 10 10 9 3 8 40

応募・入居の状況

市
営
住
宅
そ
の
他
住
宅

合
計

(３) 市営住宅等の応募状況 
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② 空家の状況 

空家状況に関しては、市営住宅が30.0％、その他住宅が39.3％となっている。市営住宅の入居者募

集対象としている東波路団地、宮村上団地、鳥が尾団地のうち、建設年度の違いにより東波路団地・宮

村上団地と鳥が尾団地では空家率に大きな差異がある。 

 

 

 

 

 

管理戸数(戸) 入居戸数(戸) 空家戸数(戸) 空家率（％）

松原小路 9 5 4 44.4 

吉原 2 1 1 50.0 

外側 9 5 4 44.4 

第２国名賀 14 7 7 50.0 

滝馬口 22 12 10 45.5 

天神 62 35 27 43.5 

鳥が尾 115 87 28 24.3 

文珠 8 5 3 37.5 

夕ケ丘 34 12 22 64.7 

のぞみが丘 8 8 0 0.0 

東波路 24 24 0 0.0 

宮村上 50 49 1 2.0 

357 250 107 30.0 

吉原 4 4 0 0.0 

外側 15 4 11 73.3 

晴海 12 12 0 0.0 

のぞみが丘 1 1 0 0.0 

上司 1 1 0 0.0 

小寺 4 2 2 50.0 

鶴賀 2 1 1 50.0 

柳縄手 6 0 6 100.0 

宮村 8 8 0 0.0 

日ケ谷 2 1 1 50.0 

みやづ城東タウン 52 31 21 40.4 

107 65 42 39.3 

464 315 149 32.1 

空き家の状況

団地名

市
営
住
宅

小　　　計

そ
の
他
住
宅

小　　　計

合　　　計
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0２-２ これまでの取り組み 

前計画期間中においては、入居者の居住性向上や施設の長寿命化を図るため、水洗化工事、外壁断熱

工事等以下の改修・改善を実施した。 

また、前計画に基づき、府営・市営の老朽化住宅が混在する須津地区において、夕ヶ丘団地の建替事

業に着手し、令和2年度での完成を予定しているところである。 

実施年度 地域 団地名 管理戸数 事業概要 

H23～H26 上宮津 鳥が尾団地 115 戸  住宅水洗化、一部バリアフリー化 

H27 宮村 宮村上団地 50 戸  公共下水道接続 

H29～H30 波路 東波路団地 24 戸  外壁断熱改修 

H28～R2 須津 夕ヶ丘団地 

（府営須津団地） 

44 戸  

（44 戸）  

建替 35 戸 

 

 

  

(４) これまでの長寿命化等に係る取り組み 
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３ 市営住宅等長寿命化に関する基本方針 

 

 

①老朽住宅の解消と予防的な更新・改修 

管理戸数のうち半数近く（48.1％）が耐用年数を経過している。これらの住宅については、木造や

簡易耐火構造等で住戸面積は小さく、設備面においても老朽化が著しい。したがって、安全性の確保の

観点から、「良好な住宅環境」とは言い難いものもあり、早期に更新や用途廃止・統合等を進め対応を

図る必要がある。 

計画最終年度までに管理戸数のうち約7割（71.1％）が耐用年数を超えることとなり、経過時期を考

慮しながら予防的に改修を行い、老朽住戸の解消を効率的に図る必要がある。 

 

②予防保全的な適正修繕・管理 

耐火構造で耐用年数を経過していない団地については、長期的に住宅ストックを運営管理していくた

めにも、予防保全的な修繕・改善を適正に実施していく必要がある。 

 

③高齢世帯等への対応 

市営住宅においては、入居世帯のうち、６割（62.0％）が高齢世帯、約９割（87.6％）が高齢者が

いる世帯であるが、バリアフリー化等が整備された高齢者対応の住戸は全体の２割程度となっている。

昨今の震災や社会情勢等により更なるセーフティネット機能の要望が高まると考えられることなどか

ら、健康福祉部と連携し、住宅改修制度等の活用等により対応を図る。 

 

④居住性の向上 

これまで、ストック総合改善事業等により、公共下水道への接続や受水槽の修繕、外壁断熱改修な

ど、設備改善、居住性の向上に繋がる改修を進めてきたが、浴室のない住戸、給湯設備が十分でない住

戸も多い。これらの設備面での充足が低い住宅においては、入居者募集を行っても応募がない事例もあ

り、経常的な修繕やグレードアップ等の住戸の改善による居住性の向上を図っていく必要がある。 

 

⑤効率的な修繕・改善 

計画最終年度である令和10年度までに、管理戸数の7割が耐用年数を超過するが、市の財政状況や人

口減少等の状況を踏まえると、老朽化する住宅の更新を図ることは困難であることが予測される。 

維持管理を行う団地においては、効率的・効果的な修繕、改善を行い、安全性の確保、居住性の向上

を図る必要がある。 

  

(１) 課題の整理 
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① 住宅困窮者への住まいの提供 

公営住宅法の目的を踏まえ、住宅困窮者に対して一定水準の質が確保された住宅を供給する。 

 

② 高齢世帯や子育て世帯への安全・安心な居住環境の提供 

高齢世帯や子育て世帯に対して、安心して暮らせる住環境を供給するとともに、自力による住宅確保

までの支援住宅としての役割を担う位置づけで管理を行う。 

 

③ コミュニティの維持向上 

一定規模の市営住宅等の立地により、地域コミュニティの維持、向上を図る。 

 

 

 

① 入居者の安全性、居住水準 

耐用年数を経過する市営住宅等においては、建替、用途廃止、改善・修繕等の手法を適切に選択し、

計画的な修繕等を行いながら、入居者の居住性、安全性の向上を図る。 

 

② 高齢・子育て世帯等、誰もが快適に過ごせる居住環境への改善 

子育て世帯等の優先入居が可能な特定目的住宅の指定したうえで、入居者の募集を行うことにより、

入居者の高齢化等によるコミュニティバランスを図る。 

 

③ 団地の集約化による効率的な管理 

将来的な市営住宅等の需要等を勘案しながら、団地の統廃合を進め、効率的な管理に努める。 

 

④ 計画的な修繕・改善等による長期活用 

市営住宅等を長期に活用していくため、適切な手法を選択し、計画的な修繕・改善を実施する。 

  

(２) 市営住宅の役割 

(３) 総合的なストック活用の方針 
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本市の公営住宅の供給必要戸数の検討にあたっては、公営住宅等長寿命化計画策定指針（2016年８

月）のストック推計プログラムを用いて、以下の手順で行う。 

 

①市の将来世帯数の推計 

『公営住宅等長寿命化計画策定指針のストック推計プログラム』を用い、国立社会保障・人口問題

研究所の市町村別将来推計人口等を基に、宮津市の将来世帯数を求める。 

推計結果から2030年度における世帯数は5,932世帯、2040年度には4,921世帯を見込む。 

 

②著しい困窮年収未満の世帯数の推計 

上記で求めた『市の将来世帯数の推計』の値を元に、ストック推計プログラムを用い、市営住宅等の

施策対象となる『著しい困窮年収未満の世帯数』を求める。 

 

 

将来の世帯数推計値(単位：世

著しい困窮年収未満の世帯推計値（単位：世

(４)将来の市営住宅ストック量の推計 
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③市営住宅等の必要戸数の推計 

著しい困窮年収未満世帯数の推計値を「住宅確保要配慮世帯」と捉え、それらの世帯の受皿として、 

府営住宅・市営住宅のほか、低廉な家賃の民間住宅、特別養護老人ホーム等の福祉施設への入居、入所

も見込みながら、市営住宅等の必要戸数を推計する。 

 

  

将来の住宅必要戸数推計値（単位：戸） 
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４ 長寿命化を図るべき市営住宅等 

 

各団地別、住棟別の活用手法について、「建替」・「用途廃止」・「改善」・「維持管理」にそれぞ

れ仮設定を行う。基本的な考え方は以下のとおりとする。 

 

活用手法 各手法における基本的な考え方 

① 建替 

   

現存する市営住宅等または共同施設を除却し、その敷地の全部または一部の

区域に新たに市営住宅等を建設するものを本計画では「建替」とする。 

② 用途廃止 耐用年数が経過しており、将来にわたり団地を継続管理することが不適当と判

断される場合、市営住宅等または共同施設の用途を廃止し、敷地を他の用途へ

有効に活用するものを「用途廃止」とする。 

③ 改善 以下の改善・改修を個別に行うものを本計画では「個別改善」とする。 

１） 居住性向上型（2戸1改善・増築 トイレの洋式化 等） 

２） 福祉対応型（住戸内手摺設置、段差解消 等） 

３） 安全性確保型（耐震改修、外壁改修※長寿命化と重複 等） 

４） 長寿命化型（外壁改修、屋上防水、配管改修 等） 

④ 維持管理 市営住宅等の性能品質を維持するため、以下の方法により適切な維持・保全

を行うものを本計画では「維持保全」とする。 

・保守点検 

・経常修繕（対象、時期を定めない小修繕 等） 

・計画修繕（対象、時期ごとに実施する大規模修繕 等） 

・空家修繕（退去後の原状回復 等） 

 

※ ①～④の活用手法別の標準管理期間について、以下のように示す。 

 

［活用手法別標準管理期間］ 

手    法 標準管理期間 

建替 

耐火造（低耐・中耐・高耐） 事業実施後70 年 

簡易耐火造（二階建て） 事業実施後45 年 

木造・簡易耐火造（平家建て） 事業実施後30 年 

改善 事業実施後概ね10 年以上 

 

 

 

 

 

(１)団地別活用手法の基本的な考え方 
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各団地の活用方針を選定する。選定は、以下のフローに沿って仮設定を行い、将来の市営住宅等の必

要戸数推計値地（ストック量推計値）も考慮しながら最終手法を決定する。

 

(２)市営住宅等の活用方針の選定 
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① 管理手法と住宅改善の必要性・可能性に基づく事業手法の仮設定：１次判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)団地別活用手法（仮設定）の結果 

※団地の立地環境に係る評価 
○需 要 ⇒ 団地の需要について判断する    

・応募倍率  ：  ◎＝1 倍以上、△＝1 倍以下又は募集なし 
        ・空家率   ：  ◎＝10％未満、○＝10～50％、△＝50％以上 
 

○効率性 ⇒ 敷地の高度利用の可能性について判断する法規制 
・法規制   ： ◎＝建築可能、          △＝建築不可 

        ・敷地規模形状： ◎＝一定の面積を有する、△＝有しない 
 

○立 地 ⇒ 立地の優位性について判断する 
・利便性   ： 公共交通機関(駅・バス停)・生活関連施設(役所、スーパー、学 

校)までの距離から総合的に判定。 
・地域バランス： ◎＝同一地区内に他の住宅がない、△＝隣接区域にある 

        ・災害危険区域： ◎＝区域外、 △＝区域内 
 
※物理的特性 
 ○躯体の安全性 ⇒ 耐震性の有無 
 
 ○避難の安全性 ⇒ 二方向避難の可否 
 
※居住性の改善の必要性 ⇒ 住戸面積、省エネ、バリアフリー設備(浴室等)の有無 
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 団地の立地環境に係る評価 物理的特性 1 次判定結果 

 

     検討項目 

 

 

  

団地名 

 

需 

要 

効率性 立 地 評 

価 

躯
体
・
避
難
の
安
全
性 

居
住
性
の
改
善
の
必
要
性 

改
善
の
可
能
性 

事
業
手
法
の
仮
設
定 

応
募
倍
率 

空
家
率 

法
規
制 

敷
地
規
模
形
状 

利
便
性 

地
域
バ
ラ
ン
ス 

災
害
危
険
区
域 

公
営
住
宅 

松原小路 △ 〇 ◎ ○ ○ ◎ ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

吉原 △ △ ◎ △ ◎ 〇 ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

外側 △ 〇 ◎ ○ ◎ 〇 ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

第２国名賀 △ △ ◎ ○ 〇 〇 ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

滝馬口 △ 〇 ◎ ○ ◎ 〇 △ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

天神 △ 〇 ◎ ◎ 〇 〇 ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

鳥が尾 △ 〇 ◎ ◎ 〇 〇 ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

文珠 △ 〇 △ △ ○ 〇 ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

（夕ヶ丘） △ △ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ 非適合 △ △ 不可能 （建替実施中） 

のぞみが丘 △ ◎ ◎ ○ △ 〇 ◎ 非適合 ◎ ○ 不要 留保（B グループ） 

東波路 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ ◎ 適合 ◎ ○ 不要 維持管理 

宮村上 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ ◎ 適合 ◎ ◎ 不要 維持管理 

（新）夕ヶ丘   ◎ ◎ 〇 ◎ ◎ 適合 ◎ ◎ 不要 維持管理 

そ
の
他
住
宅 

吉原 △ ◎ ◎ △ ◎ 〇 ◎ 非適合 ○ △ 不可能 留保（B グループ） 

外側 △ △ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

晴海 △ ◎ ◎ △ △ 〇 ◎ 非適合 ◎ ○ 不要 留保（B グループ） 

のぞみが丘 △ ◎ ◎ △ △ 〇 ◎ 非適合 ◎ ○ 不要 留保（B グループ） 

上司 △ ◎ ◎ △ ◎ ◎ ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

小寺 △ △ ◎ △ ○ ◎ ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

鶴賀 △ △ ◎ △ ◎ 〇 ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

柳縄手 △ △ ◎ △ ◎ 〇 ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

宮村 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 〇 ◎ 適合 ◎ ◎ 不要 維持管理 

日ヶ谷 △ △ ◎ △ △ ◎ ◎ 非適合 △ △ 不可能 留保（B グループ） 

みやづ城東タウン 〇 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ 適合 ◎ △ 必要 留保（A グループ） 
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② 活用手法・管理方針の判断を留保したものの活用手法の仮設定：2次判定 

一次判定 改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要 

（改善可能） 

優先的な対応が必要 

（改善不可能） 

A.維持管理する団地 維持管理 改善、又は建替 優先的な改善、建替 優先的な建替 

東波路 

宮村上 

宮村(その他） 

 

 

  

B.維持管理について

判断を留保する団地 

維持管理、又は用途廃止 改善、建替又は用途廃止 優先的な改善、建替 

又は用途廃止 

優先的な建替、 

又は用途廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のぞみが丘 

のぞみが丘（その他） 

 

みやづ城東タウン（その他） 

 

 

 

松原小路 

外側 

吉原 

第２国名賀 

滝馬口 

天神 

鳥が尾 

文珠 

吉原（その他） 

外側（その他） 

晴海（その他） 

上司（その他） 

小寺（その他） 

鶴賀（その他） 

柳縄手（その他） 

日ヶ谷（その他） 

A グループ A グループ 

（その他） 

A グループ 

B グループ 
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③ 計画期間における活用手法の決定：3次判定結果 

 ① 
維持管理 

② 
優先的な建替 

③ 
改善 

④ 
建替 

⑤ 
優先的な改善 

⑥ 
優先的な建替 

⑦ 
維持管理 

⑧ 
当面管理後
用途廃止 

⑨ 
新規整備 

市 

 

営 

東波路     
（夕ヶ丘実施

中） 鳥が尾 松原小路  
宮村上      のぞみが丘 吉原  
       外側  
       第２国名賀  
       滝馬口  
       文珠  
       天神  

そ

の

他 

宮村  みやづ城東タウン    のぞみが丘 外側  
      吉原 晴海  
       上司  
       小寺  
       鶴賀  
       柳縄手  
       日ヶ谷  
         

■結果まとめ（計画期間における各団地の方針） 

活用方針 内容 団地名 

維持管理 入居募集を継続して行い、維持管理を図る。 〔市営〕：東波路、宮村上、夕ヶ丘（建替後）、のぞみが丘、鳥が尾 
※「鳥が尾団地」については、維持管理に位置付けているが、将来的に市営住宅の

需要に比べ管理戸数に余剰が生じる場合は、棟単位で廃止することとする。 
〔その他〕：吉原、のぞみが丘、宮村 

※「吉原団地(その他)」については、福祉住宅と位置付けていることから維持管理とする。 

改善 維持管理を行いながら、居住環境の改善を検討する。 〔その他〕：みやづ城東タウン 

建替 既存する市営住宅を除却し、その敷地において新たな

住宅の建設を検討する。 

該当無し 

当面管理後

用途廃止 

当面維持管理を行うが、入居状況に応じ、将来的に用途

廃止を図る。 

〔市営〕：松原小路、吉原、外側、第２国名賀、滝馬口、文珠、天神 
〔その他〕：外側、晴海、上司、小寺、鶴賀、柳縄手、日ヶ谷 
 

新規整備 将来的にストックが不足する場合、新規建設を検討する。 該当無し 
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５ 点検の基本方針 

法定点検は、法令に基づく適切な点検を実施する。法定点検の対象外の住棟においては、建築基準法

第12条の規定に準じて点検（あわせて「定期点検」とする）を実施する。また、全ての住棟を対象に

日常点検を実施する。日常点検は、年に一度程度、「公営住宅等日常点検マニュアル（平成28年8月国

土交通省住宅局住宅総合整備課）」に則り実施することを基本とし、その他、定期点検と合わせて実

施、計画修繕前の実施等、効率的に行う。 

 

 

 

日常点検は、市営住宅等の事業主体の担当者等が現場で目視により行える範囲の内容とするが、備品

の携帯や車両の運転、万が一のトラブル時の対応を想定し、複数人で実施することを原則とする。 

 

 

 

日常点検を行う際には、前回の点検時に「所見あり」とされた箇所と内容を事前に確認する。 

特に前回点検時に「経過観察」とされた箇所については、劣化事象の進行程度や、既に修繕済みの箇

所について、その後の経過を重点的に点検する。また、前回の点検実施後に発見された不具合（入居者

からの通報含む）や修繕の記録、今後の計画修繕工事の予定等も事前に確認する。 

定期点検、日常点検において住宅内部への立ち入りが必要で、実施が困難であるものについては、入

退去時に確実に点検を実施する。外構、自転車置き場等法定点検の項目にないものについても、日常点

検において確認する。 

また、市営住宅等の本体設備以外に、駐輪場、遊具等の関連設備においても、定期的な点検及び適切

な管理に努める。 

さらに、昇降機を備えた住宅については、国土交通省による「昇降機の適切な維持管理に関する指

針」を参考に管理に努める。 

 

６ 計画修繕の基本方針 

公営住宅等を長期にわたって良好に維持管理していくためには、建物の内外装・設備等の経年劣化に

応じて適時適切な修繕を計画的に実施していくことが必要であり、これを確実に実行していくために

は、将来見込まれる修繕工事の内容・修繕時期・必要となる費用等についてあらかじめ想定し、計画的

かつ総括的に修繕を実施していく。 

計画修繕については修繕周期表を参考に、長寿命化を図るべき団地を優先的に行い、近い将来用途廃

止とする団地については計画修繕によらず、当面の維持管理で対応する。 

(１) 実施体制 

(２) 点検を行う上での留意事項 
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７ 改善事業の基本方針 

活用事業手法の選定の結果、改善事業に該当するものは、みやづ城東タウンのみであったが、計画を

見直した結果、その他の改修に係るものとして検討を図る。 

ただし、各改善事業における方針のとおりとする。 

① 安全性確保型 

方  針 内  容 

防犯性や落下・転倒防止など生活事故防止に配慮した

改善を行う。 

耐震改修、防災設備の更新 等 

 

② 長寿命化型 

方  針 内  容 

計画修繕周期等に合わせ、長期的な活用を図る団地・

住棟において、耐久性の向上や躯体への影響の軽減、維

持管理の容易性の観点から予防保全的な改善を行う。 

外壁や屋根・屋上防水の耐久性の

向上、給排水管の耐久性の向上 等 

 

 

③ 福祉対応型 

方  針 内  容 

引き続き活用を図るストックについて、高齢者・子育

て世帯等が安全・安心して居住できるように、住戸、共

用部のバリアフリー化を進める。 

住戸内部・共用部の段差の解消、手

摺設置、浴室・トイレ等の高齢者対

応 等 

 

④ 居住性向上型 

方  針 内  容 

引き続き活用を図るストックについて、住戸・住棟設

備の機能向上を行い、居住性を向上させる。 

給湯設備の設置、排水処理施設の整

備（便所の水洗化等） 等 

 

８ 建替事業の基本方針 

活用手法の選定の結果、建替事業に該当するものはないが、計画を見直した際、該当するものが生じ

た場合は、総合的なストック活用の方針を踏まえ、適切な整備水準の確保、高齢者対応、効率的な整

備・管理に配慮しながら実施することとする。 

 

９ 用途廃止の基本方針 

『市営住宅等の必要戸数の推計（P13)』を踏まえつつ、活用手法の選定を行った結果、「用途廃

止」としたものは『結果まとめ（P19）』に示すとおりであるが、退去により全戸空家となった団地か

ら順次用途廃止とする。 
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10 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

維持管理、改善に位置づけた団地等においては、長寿命化改善を実施するにあたって、ストックの有

効活用とその効果を図る判断材料として、住棟ごとにライフサイクルコストを算出し、予防保全的な管

理を実施することの効果を検証する。ライフサイクルコストの判断としては、年平均改善額（棟別）を

算出し改善効果の確認をする。 

 

改善効果あり⇒ 【年平均ＬＣＣ（計画前）】－【年平均ＬＣＣ（計画後）】＞０ 

 

ライフサイクルコストの算出の考え方に基づき、各住棟の改善項目の整理とともに、ライフサイクル

コストを算出した結果から改善効果について整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜長寿命化のための維持管理による効果＞ 

長寿命化にかかる改善及び維持管理による効果について以下に整理する。 

・従来の問題事案が発生してから修繕等を実施する維持管理から、定期点検による実態把握

により、予防保全的な修繕・改善を実施することで、公営住宅等の長寿命化、コスト縮減

につなげる。 

・適切な修繕、改善を実施することで、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐこと

ができ、公営住宅等の安全性が確保される。 

・団地特性等を踏まえ、重要度に応じた維持管理及び適切な時期での修繕・改善を実施する

ことで、効率的な維持管理を実施できる。 
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